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令和２年度第１回沖縄県手話施策推進協議会 議事録 
 
 

日時 令和２年 11月 24 日（火）14：00～16：30 

場所 沖縄県総合福祉センター西棟４階 402 研修室 

出席者 

  ⑴ 委員 

   野原 龍信     一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会会長 

   本田 一郎     沖縄聴覚障害者情報センター施設長 

   真栄城 守信    沖縄県聴覚障害児を持つ親の会会長 

   石川 陽子     沖縄県手話通訳問題研究会会長 

   佐和田 由紀子   三町村合同手話サークル三手の会聴覚障害者役員 

   松元 通彦     那覇市福祉部障がい福祉課課長 

   津島 美智子    宜野湾市福祉推進部障がい福祉課課長 

   山城 勝美     沖縄県小学校長会総務部長 

   北村 敢      一般社団法人 campus 代表理事 

 

  ⑵ 事務局 

   子ども生活福祉部障害福祉課 

    宮里 健（課長）、小渡 順子（地域生活支援班長）、屋比久 愛美（主任） 

 

  ⑶ 関係課 

   教育庁 

県立学校教育課 

     我如古 昭子（特別支援教育室指導主事） 

   

   知事公室 

    広報課 

     嘉数 早苗（広報広聴班 班長） 

 

 

＜議事録＞ 
 

１ 委嘱状の交付 

 

司会（小渡班長）： 

皆様、こんにちは。定刻になりましたので、協議会を開催していきたいと思いま

す。 

本日はお忙しい中、この協議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

私は、本日の会議の進行を務めます、県障害福祉課地域生活支援班長の小渡と申

します。よろしくお願いします。 

まずはじめに、事前に皆様に送付しました本日の協議会資料を確認させていただ

きたいと思います。１枚紙の「会次第」「委員名簿」について、本日、差替があり

まして、机の方に準備させていただきました。ご確認をお願いします。本日の協議

会資料としまして、「資料１」、「資料２」、参考資料として「参考１」をそれぞ
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れホチキス綴じで配布しております。また本日、追加の資料としまして、「令和元

年度実績」、「手で話そう運動」、「安里委員提出資料」それぞれ１枚ずつの合計

３枚追加でお配りしておりますが、お手元にございますでしょうか。このほか、本

年度の事業で作成しましたＡ４サイズ、Ａ５サイズの普及啓発パンフレットと、ク

リアファイルがお手元にあるかと思います。不足等がもしございましたら、事務局

までお申し付け下さい。よろしいでしょうか。 

では、お配りしている会次第に沿って、本日の会議を進めさせていただきます。 

 

司会（小渡班長）： 

まずはじめに、協議会開催に先立ちまして、本協議会新委員へ委嘱状の交付を行

いたいと思います。新委員につきましては、人事異動等に伴い、協議会委員に欠員

が生じましたことから、後任の委員を補充させていただくものでございます。 

委嘱につきましては、知事に代わりまして、宮平子ども福祉統括監から委嘱状を

交付させていただきます。別紙委員名簿の順番に沿ってお名前をお呼びしますので、

お手数ですが、前の方までお進みください。なお、委嘱状につきましては、交付の

際、敬称は省略させていただきますので、ご了承をお願いいたします。それでは早

速、委嘱状の交付を行います。 

 本田一郎様。 

 

宮平子ども福祉統括監： 

本田一郎。 

沖縄県手話言語条例第８条の規定により沖縄県手話施策推進協議会委員を委嘱

する。 

任期は令和２年 12 月 24 日までとする。 

令和２年 11 月 24 日、沖縄県知事、玉城康裕。 

よろしくお願いします。 

 

司会（小渡班長）： 

津島美智子様。 

 

宮平子ども福祉統括監： 

津島美智子。 

以下同文でございます。よろしくお願いします。 

 

司会（小渡班長）： 

山城勝美様。 

 

宮平子ども福祉統括監： 

山城勝美。 

以下同文でございます。よろしくお願いします。 

 

司会（小渡班長）： 

沖縄ろう学校校長の安里様は、本日所用により欠席でございますので、後日委嘱

状を交付したいと思います。 

また、本協議会の会長については、全真謝会長の後任である本田委員に在任期間

中は担っていただきたいと考えておりますが、ご異議ありますでしょうか。 
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 では、本田様よろしくおねがいいたします。 

 

２ 諮問書の交付 

 

司会（小渡班長）： 

つづきまして、諮問書の交付にうつりたいと思います。 

沖縄県手話言語条例第８条第１項の規定に基づき、沖縄県知事から、「沖縄県手

話推進計画（素案）について」諮問します。知事に代わりまして、宮平子ども福祉

統括監から諮問書を交付させていただきます。交付にあたって、宮平子ども福祉統

括監からあいさつがございますので、よろしくお願いします。 

 

宮平子ども福祉統括監： 

みなさま、こんにちは。ただいま紹介いただきました、沖縄県子ども生活福祉部

子ども福祉統括監の宮平と申します。よろしくお願いいたします。 

第２期沖縄県手話推進計画（素案）の諮問にあたりまして、御挨拶を申し上げま

す。 

本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、生活において様々な影

響を受けている中で、協議会にお集まりいただき、ありがとうございます。感謝申

し上げます。 

また、皆様方には、日頃から聴覚障害者福祉施策の推進に向けて、福祉・教育を

はじめ、様々な分野において多大な貢献をされていることに対して、深く感謝を申

し上げます。 

県では、平成 30 年３月に沖縄県手話推進計画を策定しました。計画期間である

平成 30 年度から令和２年度にかけて、この計画に基づきまして、手話の普及に関

する施策に取り組んでまいりました。 

この協議会では、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る「第

２期沖縄県手話推進計画」の策定に関する事項について、調査審議していただくこ

ととしております。 

この後、手話推進計画の素案について、本協議会の意見を求める諮問書を交付さ

せていただきます。委員の皆様におかれましては、条例の目的であります「ろう者

とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現」のために、それぞれの

立場から忌憚のない御意見、御提言を賜りますようお願いいたします。 

引き続き、本県の障害福祉施策及び手話の普及に関する施策の推進において、お

力添えをいただきますようにお願い申し上げます。 

それでは、諮問書の交付をさせていただきたいと思います。 

 

司会（小渡班長）： 

統括監、ありがとうございました。 

それでは、諮問書を交付しますので、本田会長は前の方へお進みください。 

 

宮平子ども福祉統括監： 

沖縄県諮問子第 12 号。沖縄県手話施策推進協議会。沖縄県手話推進計画（素案）

について（諮問）。沖縄県手話言語条例（平成 28 年沖縄県条例第 19 条）第８条第

１項の規定により、別添の沖縄県手話推進計画（素案）について、貴協議会の意見

を求めます。令和２年 11 月 19 日。沖縄県知事、玉城康裕。 
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司会（小渡班長）： 

ありがとうございました。それでは協議会を開催していきたいと思います。 

なお、宮平子ども福祉統括監は別用務のため、ここで退席しますので、ご了承を

お願いいたします。 

 

３ 協議会（議事） 

 

司会（小渡班長）： 

  はじめに、本協議会の開催要件としまして、沖縄県手話施策推進協議会規則第３条

第２項の規定により、委員の過半数の出席が必要でございます。本日は、委員 13名の

うち８名が出席しておりますので、定足数を満たしていることを報告します。 

  会議を始める前に、初めての方もいらっしゃいますので、簡単に自己紹介をお願い

いたします。先に事務局から自己紹介をさせていただきます。 

 

事務局（宮里課長）： 

みなさん、こんにちは。今日は、お忙しい中ありがとうございます。今年４月か

から沖縄県障害福祉課長を拝命いたしました。宮里と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

事務局（屋比久）： 

みなさん、こんにちは。同じく障害福祉課の屋比久と申します。よろしくお願い

します。 

 

事務局（広報課）： 

こんにちは。沖縄県広報課から嘉数と申します。県政情報の手話での発信という

ところを担っております。よろしくお願いいたします。 

 

事務局（県立学校教育課）： 

こんにちは。教育庁県立学教教育課特別支援教育室の我如古と申します。よろし

くお願いいたします。 

 

本田一郎会長： 

みなさん、こんにちは。一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会の中にある沖縄聴覚

障害者情報センターの施設長をしております本田といいます。よろしくお願いしま

す。 

 

野原龍信委員： 

こんにちは。一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会の会長をしております野原と申

します。よろしくお願いします。 

 

佐和田由紀子委員： 

三手の会という手話サークルの代表者として参加をしております、佐和田由紀子

と申します。よろしくお願いします。 
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真栄城守信委員： 

皆様、こんにちは。沖縄県聴覚障害児を持つ親の会会長を務めております真栄城

といいます。よろしくお願いします。 

 

石川陽子委員： 

みなさん、こんにちは、沖縄県手話通訳問題研究会の会長をしております、石川

と申します。よろしくお願いします。今日は、手話通訳問題研究会の代表として参

加しておりますが、沖縄ろう学校に勤めているところもありまして、両方の知見か

ら意見が述べられたらと思っております。よろしくお願いします。 

 

津島美智子委員： 

皆様、こんにちは。宜野湾市障がい福祉課の津島といいます。私、去年、障がい

福祉課に異動して参りましたので、まだ勉強の途中ですけれども、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

山城勝美委員： 

こんにちは。浜川小学校という北谷にある学校の校長をしております、山城勝美

といいます。本日は、沖縄県の小学校校長会の総務部長として参りました。きっと、

学校でどういうふうに周知、それから、子ども達と関わっていくのかというところ

で、とても大きな意義のあるお仕事をいただいたなと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 

松元通彦委員： 

はいさい。こんにちは。那覇市障がい福祉課から来ました松元といいます。よろ

しくお願いいたします。 

 

北村敢委員： 

こんにちは。北村と申します。前回に引き続き担っていきたいと思います。すみ

ません、遅れましたが、よろしくお願いします。 

 

司会（小渡班長）： 

  みなさん、どうもありがとうございました。 

  では、会議を進めるにあたって、各委員に御協力をお願い申しあげます。各委員に

おかれましては、発言していただく際、挙手をしていただき、事務局からマイクをお

渡しますので、お名前を名乗ってからご発言ください。それから、発言が早口になら

ないようお願いします。 

  手話でご発言される場合は、議場に配置された手話通訳者に向かって、ご発言いた

だきますようお願いいたします。 

  また、本日は、感染防止のため、マスク着用のまま発言をしていただきますようお

願いいたします。 

  それでは、これからの進行については、本田会長にお願いしたいと思います。どう

ぞ、よろしくお願いします。 
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本田会長： 

始める前に、皆様にご理解いただきたいことがあります。私は、手話の方で表現

をいたします。読み取り通訳が、こちらの方におります。手話の表情を読むために、

マスクなしでお話しさせていただくことがあります。みなさん、ご理解ください。

よろしくお願いいたします。 

県の子ども福祉統括監の宮平さまから先ほど説明がありましたとおり、会次第に

沿って進めたいと思います。皆様、ご意見ありましたら、積極的にご発言をお願い

します。 

本日の協議については、公開となります。みなさん、ご理解いただけますでしょ

うか。ホームページの方で公開したりということになります。よろしいでしょうか。

ご承認いただきましたということで。ありがとうございます。 

沖縄県手話推進計画、この素案につきまして、協議したいと思います。まず意見

がございましたら、挙手の方お願いいたします。 

失礼いたしました。まず、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

事務局（屋比久）： 

はい、すみません、事務局に代わります。 

まず、先ほど修正してお配りいたしました会次第の協議会議事、(１)現行沖縄県

手話推進計画の進捗について、事務局の方から説明させていただきたいと思います。 

まず、お手元の参考資料「参考１」の方ですね、９ページをお開きください。 

令和元年度手話の普及推進委託事業で行った事業について、説明させていただき

たいと思います。この事業の期間が、令和元年８月から令和２年３月まで実施しま

した。実施内容といたしましては、(１)普及啓発用印刷物等の作成及び配布を行い

ました。皆様のお手元にありますパンフレットですとか、リーフレットというもの

を、公的機関、例えば県庁各課、出先機関でしたり、市町村、県内小中学校、高等

学校等。また、民間機関にですね、ＰＲイベントの実施を行った商業施設ですとか、

テレビ局、新聞社、また、手話出前講座を開催したのですが、そちらを受講された

企業の方にもお配りしています。 

次に移ります。各種メディアを活用した広報・啓発です。テレビやラジオ、新聞、

バス広告、モノレール広告、また、ＷＥＢ関連ですと特設サイトの開設したりです

とか、YouTube 広告、Facebook 広告、Yahoo!広告などで広報を進めてまいりました。 

また、(３)ＰＲイベントの実施として、例えば、令和元年 12 月 14 日にはイオン

南風原店でＰＲイベントを開催いたしました。内容としては、手話劇を行っている

劇団アラマンダさんによる劇、またトークショーですとか、県のオリジナル楽曲で

ある「手で話そう」を歌ってらっしゃるソルナさんの手話ソングライブですとか、

フロア企画として、指文字のスタンプを子どもたちに自分のお名前を押していただ

いたり、また聞こえない体験としてイヤーマフを装着していただいて、聞こえない

方々の体験をしていただいたり、また手話のジェスチャーゲームをしたりですとか、

そういったもので、フロア企画が盛り上がったと聞いております。 

その他、石垣市、宮古島市の方でもイベントにおいてブースを設置して、手話の

普及に努めてまいりました。 

(４)です。キャラバンという風にありますが、子どもたちの手話への関心を高め

るために、オリジナル楽曲「手で話そう」のダンスＤＶＤを小学校にお渡しして、

先に練習していただきました。キャラバン当日に、「手で話そう」を歌ってらっし

ゃるソルナさんですとか、大屋あゆみさん、その他、よしもと沖縄の芸人さんが協

力してくださった小学校に出向いて、児童と一緒に「手で話そう」を踊るという企
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画を実施しました。さらに、ＰＲイベント実施の日には、協力いただいた小学校の

児童に、ステージに上がっていただいて、一緒に踊るというようなイベントも実施

いたしました。 

次に(５)になります。10 ページです。県内企業での手話出前講座ということで、

前年度は、参加企業３箇所に実施しております。本島１箇所、石垣市 1 箇所、宮古

島市１箇所で実施しておりまして、２箇所はホテル業をされいている企業で、1 箇

所は診療所の方へ出向いて、出前講座を実施しました。診療所での実施は初めてに

なりまして、今後も様々な業種の方々にご参加いただきたいと考えております。 

次に 11 ページに移ります。令和２年度の取組、今年度の取組について説明させ

ていただきます。まずは、今年度同様、パンフレットの配布を行いたいと考えてお

ります。 

次に、(２)。11 月からＦＭ沖縄のゴールデンアワーという番組の中で、毎週水

曜日、５分間のコーナーを開始いたしました。多くの方が聞いてらっしゃる番組で

すので、多くの方に興味を持っていただけたらなと考えております。沖縄聴覚障害

者情報センターの職員の方ですとか、ソルナさん、大屋あゆみさん等にご出演いた

だく予定となっております。パーソナリティの方にも手話を覚えていただいて、

Facebook でその動画を配信して、連動して普及を進めているところです。 

ラジオ内において、今年度の取組であります(３)のハッシュタグリレー、手話チ

ャレンジというものを紹介しております。こちらは、簡単な手話表現とかというの

を広められるように、動画で撮影して、Facebook をされている方々にリレーして、

どんどん実践していただくというような内容になっております。すでに企画自体は

開始していて、リレーも繋がっていると委託先の方から確認しております。

Facebook や Instagram、また Twitter などでも実施しておりますので、ぜひご参加

いただきたいなと思いますし、こういった取組をしているということを広めていた

だいて、ご協力いただけたらなと思います。追加資料で配付しています、カラーの

両面印刷の資料があるんですけれども、こちらが特設ページでハッシュタグリレー

を紹介しているものになります。特設サイトの方も運営しておりますので、皆様、

ぜひ一度ホームページをご確認いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

(４)です。例年、出前講座として実施している県民向け手話講座なんですけれど

も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度はオンラインでの手話講座を

予定しております。県内の企業の方に参加募集をしておりまして、希望のある企業

の方で講座を実施できればと考えていて、企画をしているところです。 

今年度は、コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの実施企画が多い

です。新たな試みにはなるんですけれども、広く普及するという意味合いで、イン

ターネットですとか、ＳＮＳというものを活用して、また新たな普及方法を検討し

ていけたらと思っております。 

次に、追加資料の令和元年度実績とあります、こちらの資料を使って令和元年度

の取組を説明させていただきたいと思います。 

手話推進計画の「２ 手話を使用しやすい環境づくり」であったり、数値目標に

関連する部分になります。 

まず、一番上の登録手話通訳者数になります。こちらについては、令和元年度は

86 名の方が登録していただいておりまして、目標値は 113 名ではあるんですが、

徐々に増加傾向にはあります。まだ達していない状況にあるというところです。 

次に、手話通訳者養成研修修了者数についてです。こちらは、令和２年度の目標

値が 28 名となっておりますが、令和元年度実績の時点で 37 名と、目標自体は達成

することができました。手話通訳者養成研修は、18 ヶ月から 21 ヶ月の講座期間が
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ありまして、これまで２年周期で講座を開講していましたが、平成 30 年度からは、

手話通訳者数の増加に向け、これまで２年周期で実施していた養成講座を２コース

作りまして、毎年開講できるようにいたしました。それによって、手話通訳者養成

研修修了者数の増加に繋がっているものと考えております。 

次に、手話通訳士ステップアップ研修、それから、手話通訳者現任研修の受講者

数についてになりますが、こちらは、前回計画策定時よりも減となっている状況が

あります。理由といたしましては、まず、手話通訳士養成ステップアップ研修につ

いてなんですが、こちらは平成 29 年度までは、手話奉仕員ですとか、様々な方の

ご参加も認めていたところなんですけれども、平成 30 年度以降は、手話通訳者で

すとか、手話奉仕員、様々な方のレベルのばらつきを避けるために、手話通訳士を

目指す方のみを対象とさせていただきました。研修の質を確保するために、そのよ

うな判断をさせていただいたんですけれども、それによって人数が増えていない状

況があります。また、現任研修の方についてですが、単純に講義だけでなく実技等

も行っているというところで、定員数を大幅に増やしたりということが難しいカリ

キュラムもあったりするので、そういったところで、なかなか目標値に届かなかっ

たという状況があります。今後は、目標値を達成しながら手話通訳者のスキルアッ

プ、または質の向上などを目指すためにも、カリキュラムの内容ですとか研修の持

ち方については、委託先である沖聴協ですとか、情報センターと検討していきたい

と考えております。 

以上が、現在の沖縄県手話推進計画の進捗状況になります。事務局からの説明は

以上です。 

 

本田会長： 

今、担当の方から説明がございました令和元年度手話普及の実績報告と、令和２

年度のプラン等の計画と、令和元年度の実績報告がありました。それに関して、み

なさんの意見、ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

 

本田会長： 

北村委員、お願いします。 

 

北村委員： 

北村です。質問なんですが、やりました実績はたくさんでたかなと思うんですが、

当事者団体の方々、当事者の方に聞きたいんですが、結局、この手話推進協議会の

計画に基づいて、何か生活というところで、「実感できる」、「変わった」という

のであったり、声があがってたりしますか。 

数値化しにくい部分というのはあると思うんですが、その面の生の声を聞きたい

なと思っての質問です。 

 

本田会長： 

今、北村委員から質問がありましたことに対して、野原委員、佐和田委員の方で

いかがですか。 

 

佐和田委員： 

佐和田です。ちょっと聞いていないですね、そのあたりは。私の方では、情報が

入ってきていないです。 
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本田会長： 

野原委員の方ではどうですか。 

 

野原委員： 

野原です。同じように、当事者からの意見は特に聞いていないです。県の方に、

そういう当事者からの声があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

本田会長： 

事務局、よろしくお願いします。 

 

事務局（屋比久）： 

はい、事務局です。当事者から直接ということで、声というのは担当に連絡がき

たりというのは確認できていないんですけれども、イベントの中でアンケートを実

施しております。その中では、主に聴者の方々にご参加いただいたかと思うんです

けれども、手話が言語というところも知らなかったという声ですとか、聴覚障害者

がどういったところでご苦労されているのか、不便に思ってらっしゃるのか分かっ

ていなかったという声がありまして、こういったイベント等、色々な催し物を通し

て、どういった配慮をした方がいいのか、例えば、あいさつだけでも手話でできる

ようになりたいですとか、そういったお声をいただいております。 

 

本田会長： 

北村委員、よろしいでしょうか。 

 

北村委員： 

ありがとうございます。数値化しにくい部分で、例えば、手話通訳が予定と合わ

ずに断られた経験が今まであったけど、手話言語条例ができてから断られなくなっ

たとか、ろう者の方々の生活が何か変わったという実績報告あがれば、もうちょっ

と意味のあるものにはなってくるのかなと思うんですが、そのもちろん、足りない

部分というのはもちろんあると思うんですが、なかなかこれが浸透してるのかと疑

問に思ってきたここ数年だったので、すいません、ちょっとお聞きしました。あり

がとうございます。 

 

本田会長： 

ありがとうございます。手話に対して色々と、良い意見でした。他に質問はあり

ますか。 

 

佐和田委員： 

三手の会の佐和田と申します。よろしくお願いします。イベント、色々と小学校

に行ったりですとかあると思うんですが、当事者である私の方まではそれがなかな

か入ってこないんですが、中部のあたりではそういうのやっているんですか。中部

以南の南部辺りは、情報が入ってくると思うんですが、中部以北の中部とか北部に

は、なかなかそういった情報が入ってきません。 

大屋さんに関するイベントはどういう方法で開催してるのか。中部、北部の方で

はなかなか情報が得られないので、そのあたりはどういう風に県として進めている

のか。ＰＲとか、あとＦＭ沖縄とかラジオでやっているのは、今説明いただいたん

ですが、それがなんなのかがはっきり分からないです、詳しく。市町村の役場の広
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報とかでそういうようなラジオとかでもやっているよとか、色んな情報伝達、情報

を広める方法をやっていただきたいなと思います。 

ＦＭ沖縄の情報というのは、聞こえる人たちは色々と持っているようなんですけ

れども、聞こえない私たちには全く情報がなくて知らなくて、突然、肩を叩かれて、

ＦＭ沖縄でやってるのよというのを言われて、初めて知ったような状況なんですね。

聴覚障害者は何も知らない状況で、何も言えないということが起きてますので、役

所の方に色々言っていただいて、役所の方でも聞こえる人と聞こえない人のコミュ

ニケーションがなかなか取れない状況が起こっています。私は、手話サークルの方

で、聴者の方に呼ばれて、このようなイベントがあるということを、聞こえる人か

ら手話を教えてほしいということを言われて、ただ主催がどこがやっているのかが

分からないということがありまして、私が頼まれたからと言って、そこに言って手

話を教えることができません。例えば、私たちに、読谷村役場の方から依頼が来る

わけでもないですし、情報センターの方に依頼があって、情報センターから私たち

の方にどうかという打診があれば、そういう風に教えることもできます。読谷の役

場の福祉課の方でも、情報が少ないみたいなんですね。きちんとした情報が平等に

行き渡ってないという状況があると思います。私は、手話を教えて欲しいというよ

うに言われてますけど、三手の会の担当ではないとか、北谷、嘉手納、読谷の方で

やってるこの三手の会は手話を広めたいというのが目的なんですね。手話言語条例

というのは、学校の方でやってるかと思うんですけど、学校の方に行って私たちが

教えるのは難しいことがあります。そのあたりどうしたらいいのか悩んでいるとこ

ろです。活動とか情報を、平等に県民全体に行き渡るようにしていただきたいかな

と思います。 

 

本田会長： 

分かりました。今、佐和田委員の方からありました、手話の普及に地域で格差が

あるということ、聴覚障害者と健聴者の間のコミュニケーションの格差とかですね、

それに対して、事務局の方から回答お願いします。 

 

事務局（屋比久）： 

事務局です。１点確認させてください。県の方で取り組んでいる手話のイベント

に関する情報が全体に行き渡っていないのではないかということでよろしいです

か。 

 

佐和田委員： 

佐和田です。はい、そうです。 

 

事務局（屋比久）： 

ありがとうございます。事務局から回答させていただきます。イベントの広報と

いうのは、令和元年度に関しては、モノレール広告の方で、手話のイベントの方を

周知したところと、特設ページの方で、こういったイベントがありますということ

を発信しておりました。 

確かに、市町村に対してイベントを行いますということは、すみません、県の方

からは行っていなかったというところもありまして、周知不足だったところもあっ

たかと思います。申し訳ありませんでした。今後、市町村の方にもイベントですと

か、皆様にご参加いただけるような内容のイベントですとか、普及に関する取組を
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行う場合には、市町村のご協力もいただけるよう、周知文ですとか、案内文の方を

発送できるよう、検討していきたいと思います。 

 

本田会長： 

佐和田委員、よろしいでしょうか。次に、真栄城委員です。どうぞ。 

 

真栄城委員： 

親の会の真栄城です。今、ご説明があった各種メディアを活用した広報啓発に関

してですけれども、まず最初に、今日出席されている委員の方で、ア、イ、ウ、エ、

オと全てありますけども、全てご存じですか。委員の方で、全て知っているという

方、挙手をお願いしてもいいですか。テレビ、ラジオ、新聞、バス、モノレール、

ＷＥＢサイト。 

手が挙がらないということは、全て知っている方は委員の中にもいらっしゃらな

いということで理解してもよろしいでしょうか。 

実は、私もですね、新聞も両紙取ってますので、常に２つ新聞読んでいるんです

けれども、５回も見たかなという記憶がなくて、テレビ、ラジオはあまり見ないの

で入ってきません。バス、モノレール利用しているんですけれども、そこでも見た

という記憶がそんなになくて、ＷＥＢ関連、初めて知りました。申し訳ない。親の

会を努めて、色んな情報が入ってくるんですけれども、会員の方からも、この情報

というのは今回初めて目にして、県の担当の方というのは、どうでしょう、この費

用対効果というのは、宣伝、広報啓発してる効果は表れてると思ってますか。どう

でしょう。 

 

事務局（屋比久）： 

はい、事務局から回答いたします。確かに、皆様のお声にもあるように、周知不

足のあるかなと思います。ただ、一方で一般の方々から、新聞広告を見ました、パ

ンフットをいただきたいです、というようなお問い合わせをいただくこともありま

す。ですので、見てくださっている方々も中にはいらっしゃるのかなというように

思っております。 

 

真栄城委員： 

真栄城です。先ほどもありました、各市町村の自治体が広報誌をやってると思い

ます。各自治体の協力というのは得られてるんですか。この広報誌に載せてという

のは。 

 

事務局（屋比久）： 

県主催のイベントになりますので、各自治体の広報誌に載せいていただくという

ことが可能なのかどうかが、すみません、私のところで把握できていないんですけ

れども、載せていただきたいということで周知を行ったというのは、今のところあ

りません。 

 

石川委員： 

沖縄県手話通訳問題研究会の石川です。今の件に関して、私たち委員もやってい

ることが分かっていないところがあって、事後報告みたいな形になっているんです

が、もう少しうまく私たちを活用していただけたらと思います。前もって、こうい

うことがありますよというチラシを委員に送っていただければ、それぞれ私たち会
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員、離島も含めて 125 人います。沖聴協も会員が 100 名近くいます。それぞれの団

体が、会員とか所属しているところ、小学校にも周知することができると思うので、

まず先に情報下ろしていただいたら、私たちに関係する団体がまた会員等に広めて

いけば、もっと広まるんじゃないかと。手話に関係する人たちが知らなくて、特に

当事者が。一般の方々に広めるのが目的ではあるんですけど、それは、聞こえない

人が一緒に取り組むということで、意義があると思うので、聞こえない人たちにも

う少し情報が広がるようにするには、もう少し委員もうまく利用していただけたら

なと思います。そしたらもっと広まるのではないかなと思ってますので、よろしく

お願いします。 

 

事務局（屋比久）： 

ありがとうございます。今、石川委員からおっしゃっていただいたように、確か

に、委員の皆様のご協力をいただくことで当事者の方々ですとか、手話通訳者の

方々ですとか、手話に関連する方々に対しても周知が可能になるのかなと思いまし

たので、その方法については、県としてもご協力いただいて、ぜひ多くの方に広め

る方法というのを考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

本田会長： 

本田です。みなさん、色々ご意見いただきました。地域に広めるということで、

まだまだ足りない面があるということ、それと、今までは事後報告ということにな

っていた例がたくさんあったと思いますので、終わったということではなくて、事

前に情報提供して、情報発信をするというように、今後は県としても、そのような

方法で運用していただきたいことで、みなさんのご承認いただけたと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

(異議なし) 

 

本田会長： 

ありがとうございました。続きまして、沖縄県手話推進計画について事務局の方

から説明をいただきます。 

 

事務局（屋比久）： 

はい。会次第の(２)手話推進計画の素案について、事務局から説明させていただ

きます。 

まずは、目次で全体の項目を説明させていただいて、次に各章の内容について説

明を行っていきたいと思います。素案の方、お手元にありますでしょうか。 

そちらを開いていただきまして、目次の方をご確認お願いします。まず、第１章

に計画全体をまとめた総論を掲載しております。計画策定の趣旨・背景、計画の位

置づけ、計画の期間ですね。そういったものを記載しております。 

次に、第２章に、本県の手話を取り巻く現状ということで、聴覚障害者の数、手

話通訳者の数、ろう学校に在籍する幼児・児童・生徒数、また、手話を使い生活を

営むろう者の数などを記載しております。 

第３章では、計画の基本的な考え方を示し、第４章で、第３章の考え方を踏まえ

た施策展開を掲載しております。 

第５章では、本計画の数値目標を掲載しております。 
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第６章は、第４章の施策展開を一覧にした、各施策の取組工程を掲載しておりま

す。 

最後に、第７章では、本計画に関連する資料を掲載しております。手話言語条例

や、計画の策定経過等ですね。策定経過については、第２期の計画の内容に今後更

新したいと考えております。最後に用語解説も載せております。 

以上が、本計画の全体的な構成となります。現行計画から、大枠の変更はありま

せん。 

続いて、第 1 章からその内容を説明したいと思います。 

全体を一度説明させていただいてから、計画に関するご意見ですとか、ご提案

等々いただけたらと思います。まずは一度、計画について全て説明させていただき

たいと思います。 

まず、第１章、総論の方になります。ページ数は１ページになります。「１ 計

画策定の趣旨・背景」についてです。変更点の赤字部分の方を説明させていただき

ます。現行の計画の取組に関しても、記載を加えております。引き続き、第２期計

画においても「ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現を

目指す」というふうにしております。 

次に、計画の位置づけについてです。特に変更点はございませんので、割愛させ

ていただきます。 

次に３番です。２ページをお願いします。こちらも赤字の部分ですね。令和３年

度から令和５年度の３年間を計画期間として考えております。 

次に２章に移ります。ページ数は３ページになります。本県の手話を取り巻く現

状です。「１ 聴覚障害者の数」になります。平成 29 年度が 8,118 名、平成 30 年

度が 8,352 名、令和元年度が 8,232 名となっております。聴覚障害者数の傾向とし

て、聴覚障害者数の傾向として、平成 30 年度の対前年度比増加率が 2.9％、令和

元年度は-1.4％となっており、少し増減しているような状況にあります。 

次に、「２ 手話通訳者の数」についてです。県では、沖縄県聴覚障害者協会に

委託をしておりまして、手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員など

の意思疎通支援者を養成しております。手話通訳者養成研修を修了し、登録試験に

合格された方は、県または市町村に手話通訳者として登録され、地域で手話通訳の

活動を行うことができます。登録試験は、全国手話研修センターが主催する「手話

通訳者全国統一試験」を採用しております。難関試験となっておりますが、登録者

数は徐々に増えている状況となっております。平成 29 年度は 79 名、平成 30 年度

が 81 名、令和元年度が 86 名の方が、手話通訳者として登録をいただいている状況

です。 

次に「３ 沖縄ろう学校における在籍幼児・児童・生徒数」になります。ろう学

校は、県内唯一の聴覚障害児等を対象とした特別支援学校であり、聴覚障害教育の

拠点として、豊かな表現力、コミュニケーション能力の育成に取り組んでおります。

生徒数の推移ですね。平成 29 年度が 49 名、平成 30 年度が 48 名、令和元年度が

44 名となっております。生徒数の推移としては、過去３年間で少し減っているよ

うな状況にあります。 

次に４ページになります。手話を使い生活を営むろう者の数になります。第２期

計画の策定にあたり、現在調査中となっております。調査は、県内全市町村に対し、

手話を使い生活を営むろう者の数の抽出を依頼し、該当者数を把握するものになり

ます。 

次に、第３章に入りたいと思います。ページ数は６ページになります。「１ 基

本理念」については、変更点はありません。 
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「２ 施策推進の基本方針」についてですが、こちらも大きな変更はありません。

手話を普及するには、聴覚障害者に対する理解促進も必要であると考えております。

手話が必要なかたもいますし、盲ろう者もいますし、色んなコミュニケーション方

法があると思います。その実態も含めた基本方針としております。以上が第３章の

計画の基本的な考え方となります。 

次に７ページ、第４章の施策展開について説明させていただきます。まず、「１ 

手話や聴覚障害者に対する理解促進」の部分です。第４章「施策展開」として、先

ほど、基本方針として説明しました「手話や聴覚障害者に対する理解促進」を図る

ための具体的な取組を説明していきます。これまでの取組や、変更点について主に

説明したいと思います。 

まず、「⑴県民が、手話や聴覚障害者等に対する理解を深め、役割を十分に果た

すことができるよう啓発を図るとともに、手話を普及する取組の推進に努めます。」

とあります①についてです。こちらは、参考資料の７ページもあわせてご確認いた

だけますでしょうか。毎月第３水曜日の手話推進の日に、県のホームページを更新

しております。その際に、手話画像ですとか、動画の掲載先である沖縄聴覚障害者

情報センターのページに飛ぶように設定しております。多くの方に見ていただくた

めに、今年度の 10 月からは、ソルナさんにも出演をいただいて、クイズ形式の動

画ですとか、見ている方も一緒に実践しやすい動画になるよう工夫をしております。 

素案の８ページの②、③については、先ほど取組内容等をご報告させていただき

ました。今後も継続したいと考えておりますので、特に変更等はありません。 

④の「県職員に対する手話の研修」についてですが、こちらは、新採用研修等の

研修時に、手話の挨拶を紹介したりですとか、職員で手話を学習する場を設けたり

という取組を行っているところです。今後は、多くの県職員に手話に触れてもらう

機会を作るために、動画を作成したいと考えております。県庁内のホームページで

閲覧できるようにして、様々な職員向け研修の中でも使用してもらえるよう工夫が

必要であると考えているので、「動画の配信」という文言を追加いたしました。 

次に、10 ページ。「２ 手話を使用しやすい環境づくり」についてです。⑴の

①についてですが、先ほども少し説明させていただきましたとおり、手話通訳者の

養成は、コースを増やすなどしており、養成研修修了者が確保できるよう取り組ん

でいるところです。11 ページに、県聴覚障害者等施策関係事業実施状況を掲載し

ておりますので、ご確認いただけたらと思います。 

次に 12 ページになります。②手話通訳者の設置促進及び派遣体制の整備につい

てです。⑶の赤字の部分です。「遠隔手話サービスの運営」を追加しております。

コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年度から遠隔手話サービスシステムの

運用を開始しております。今後は、感染症の感染防止だけではなくて、災害時です

とか、離島地域の手話通訳者の確保が難しい地域においても、意思疎通支援が実施

できるよう、遠隔手話サービスの運営を行いたいと考えております。離島地域でも、

ご活用いただける方法を考えていきたいと思っております。 

次に、14 ページです。②手話による県政情報の発信についてです。こちらは、

赤字の方、知事会見への手話通訳者の配置を追加しております。こちらも令和２年

度から開始しておりまして、今後も、聴覚障害者への情報保障のため、継続してい

きたいと考えております。以上が第４章「計画の基本的な考え方」となります。 

次に、15 ページ、第５章の数値目標について説明させていただきます。まず、

登録手話通訳者数についてですが、令和５年度が 113 名を目標にしたいと考えてお

ります。目標値の考え方としまして、手話通訳者全国統一試験合格率を 20％まで

引き上げ、令和５年度末時点で、113 名の登録を目標としたいと考えております。
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こちら参考に括弧書きで記入しておりますが、沖縄県の過去３年間の試験合格率平

均が 9.49％となっております。令和元年度の全国の試験合格率は、20.04％となっ

ております。 

次に、手話通訳者養成研修修了者数についてです。こちらは、現行の沖縄県手話

推進計画の目標値を達成していることもあり、令和５年度は 50 名を目標値として

設定したいと考えております。目標値の考え方としまして、登録手話通訳者数目標

値の 113 名を達成するために、毎年 50 人の新規修了者の輩出を目標としたいと考

えております。 

手話通訳士養成ステップアップ研修については、令和５年度は 45 名を目標値と

して設定したいと考えております。手話通訳士資格を取得を推進するため、登録手

話通訳者の 40％が受講できるよう研修の受講促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

手話通訳者現任研修受講者数については、令和５年度末時点で、79 名の方が受

講していただけるようにしたいと考えております。手話通訳者のスキルアップを図

るために、登録手話通訳者の 70％が受講できるよう、研修の受講促進を図ってま

いりたいと考えております。 

数値目標についてですが、先ほど、実績報告でも説明しましたように、現行計画

の目標値を達成できていない状況があります。これまで、目標値の達成に向け、現

行計画に基づき、養成研修のコース数増、各研修の実施に取り組んでまいりました。

全国統一試験の合格率を上げるために、養成研修修了者に対し、試験対策の講座を

実施することにも取り組んでおり、少しずつではありますが、効果も見えてきてい

るものと考えております。そのため、現行計画の目標値に引き続き取り組んでまい

りたいと考えております。以上が、第５章「数値目標」となります。 

第６章、16 ページ、17 ページになります。こちらは、各施策の取組工程となっ

ておりまして、第４章での取組を一覧にまとめたものになります。令和３年度から、

令和５年度の取組を一覧にしております。 

次に 18 ページ。第７章以降は、資料編となっておりますので、説明は割愛させ

ていただきたいと思います。 

以上が、第２期沖縄県手話推進計画の素案になります。事務局説明は以上となり

ます。よろしくお願いいたします。 

 

本田会長： 

今、事務局の方から推進計画の２期の素案について、令和３年度から５年度まで

の報告をいただきました。これに対して、質問何かございますか。 

 

山城委員： 

山城です。15 ページの数値目標なんですが、すみません、これまでのことがよ

く分からないので、素朴なことを質問してもいいですかね。令和５年の 113 人とか

目標とすべき数値がありますよね。これは、この数値というのは何らかを基準にし

て出した数字だろうとは思うんですけど、これは、この数字が必要ですか。それと

も、最初に数値を上げているから、この数字にプラス 27 人にしよう、プラス 13 人

にしようということを決めていますか。 

 

本田会長： 

事務局、お願いします。 
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事務局（屋比久）： 

はい、事務局から説明させていただきます。こちらは、手話登録者数の考え方に

ついてなんですけれども、前回実施しましたアンケート調査をもとに、手話を使い

生活を営むろう者の派遣通訳者の利用希望日数を推計して、113 名必要ではないか

ということで割り出している数字になります。 

平成 28 年度時点でのアンケート調査での、登録手話通訳者の必要数が確保でき

ていない状況にありますので、引き続き、令和２年度もこの数値目標に取り組んで

まいりたいという考え方になります。以上になります。 

 

山城委員： 

ありがとうございます。それに向けていくと、目標値の考え方のところで、参考

のところで、今こういう状況ですよ、全国の合格率はこうなんですけど、県はこう

なんですというような感じの書き方があるんですけども、そこに向けての細かい策

というんですかね。先ほど、そういう講座も持ったりしてますという話もありまし

たが、そういうところをしっかりやっていかないと、多分、数値には厳しいんだろ

うなというふうに思われます。そこと関連するんですけど、４章かな。４章で、施

策展開のところに、先ほど出ていた市町村への周知とか、関係団体への周知と、一

般の方への周知等も含めて、そういうところが弱いのではないかというところが指

摘されたのかなと思うんですけど、この部分、施策展開の部分との関連を図らない

と、数値目標は多分上がらないんじゃないかなというふうに思われるんですね。私

も、そうなんだ、こういうふうに県は頑張ってるんだ、推進協議会は頑張っている

んだということが、今は分かったんですけど、これを分かる術を私の方が持ってな

かったとう反省点ですけど、大体、一般の方は持っていないと思うので、この施策

展開の中に、どういうふうに公募を周知していくかということを、入れ方は事務局

の方で考えがあるかもしれませんが、それを入れないと、具体的な動きには繋がら

ないのかなというふうに思います。そうなると、先ほどの数値目標にもいかないん

じゃないかなと思うので、その関連性をちょっと見えるようにした方が良いかなと

思いました。 

 

事務局（屋比久）： 

はい、事務局から説明させていただきます。第４章の 10 ページにあります研修

についての、市町村への周知であったり、一般県民向けの周知というところで周知

不足による目標値の未達成の状況ではないかというお話だったかと思います。 

こちらについてですが、手話通訳者になるまでのカリキュラムというのが、実は、

市町村の手話奉仕員養成講座というものがありまして、そちらの手話奉仕員養成研

修を受講された方が、県の手話通訳者養成研修事業を受講する、基本的にはそうい

った流れになっております。ですので、市町村となるべく連動できるような形で取

り組んでいるところです。ですので、実は、手話通訳者養成研修の募集の人数自体

は、定員には達している状況があります。ただ、どうしても試験の合格率のところ

が、県としては課題なのかなというふうに考えているところで、その合格率アップ

を目指して手話通訳者全国統一試験向けの講座を開催するというような取組を、少

しでも多くの方が合格して、登録手話通訳者として活躍していただけるように、県

としては、そこの部分の底上げというところを取り組んでいきたいなというふうに

考えております。 
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山城委員： 

何かできることがあれば、力になりたいと思います。 

 

事務局（屋比久）： 

ありがとうございます。ぜひ、ご協力いただきながら、また進めていきたいと思

います。ご意見ありがとうございます。 

 

本田会長： 

ありがとうございました。 

 

真栄城委員： 

はい、親の会の真栄城です。ちょっと教えてください。県職員に対する手話の研

修とありますが、これ第１期のほうでも平成 30 年から 32 年まで記載されておりま

す。30 年から 32 年までの間の回数と人数とかは分かりますか。 

 

事務局（屋比久）： 

新採用研修の研修の一部をいただいて、平成 30 年度に県職員向けの手話研修を

行っているところで、正確な人数は、すみません、把握しておりません。申し訳あ

りません。先ほど、少しご紹介しました、県職員で集まって手話について勉強を行

う会というものをやったりしているんですけれども、そちらは約 10 名程度、ご参

加いただいています。今年度は、新型コロナウイルスの影響で、集まってというこ

とがなかなか難しいので、実施できていない状況があります。 

 

真栄城委員： 

今日、ちょうど那覇市の松元委員が出席されているので、那覇市の方では、以前、

12 年、14 年頃だったか、翁長さんが市長時代に、「ハイサイ・ハイタイ運動」が

始まって、今、全ての管理職は「ハイサイ」、「ハイタイ」で始まります。そうで

すよね。というふうに、だいぶ浸透しているんですよ。そういう活動が、県の方で

も取組できないのかなと。今、現にコロナ禍ですけれども、県知事の会見で、通訳

つきますね、普通に、当たり前に。知事が横を通られる時に、「よろしくお願いし

ます」と手話を使って行くんですよ。そういうのがテレビの画面で写ってくる。そ

ういう形で、県のトップの方々が、手話のあいさつをちょこっとやる、そういう小

さな運動から初めてもいいのかなと思いました。 

 

事務局（屋比久）： 

ご意見ありがとうございます。前向きに、県の方でもそういった取組も含めて検

討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

本田会長： 

石川委員、お願いします。 

 

石川委員： 

すみません。先ほどからあります、15 ページの数値目標で、登録の通訳者数な

んですが、令和５年度 113 人とあるんですが、あくまで、これ登録通訳者の数で、

先ほど、手話を使う聴覚障害者が県に何名いるから、それを鑑みて数字を出したと

言われましたが、実際にこの令和元年度 86 人が全員がきちっと派遣通訳活動をし
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ているかというと違うことは、県は理解しておられるのかなという。その理解した

上での、令和５年度の 113 人という数字を出したのか、どうなのかなというところ

が気になるところです。登録者数は 86 名かもしれませんが、実際には、活動して

いるのは、この半分にももしかしたらいない。20 名。30 名はいないと思います。

そういう数が、本当の数字なので、登録した数というのが、実際の活動している通

訳者の数をきちんと県としても把握していただきたいなと思います。いわゆる、そ

れだけの人が、たくさんになって、活動しているというのが、いつも私たち通訳団

体としては通訳者の健康問題にも関わることなので、合格者が増えて、登録者も増

えているけれども、実際に使える通訳といったらおかしいですけど、現場に派遣で

きる通訳者がどのくらいかっていうのは、危機的なことだと感じています。合格さ

せることも大事なんですが、その実際に聞こえない人のために活動できる数を、き

ちっとまた県としても把握していただきたいなと思います。お願いします。 

 

事務局（屋比久）： 

はい。今、石川委員からご意見ありましたように、やはり全員の方が、なかなか

稼働できている状況ではないということは、県も把握してはおります。ただ、やは

り十分な人数を確保していくためには、どうしてもまず人数を増やしていくという

ところも必要なのかなというふうに考えております。県としましては、日中活動を

される方が少ないということもお話伺っておりますので、そういったところでです

ね、ぜひ活動できるように、現任研修のカリキュラムの組み方ですとか、例えば、

経験年数別の何かカリキュラムを持った方が良いのかとか、実際に稼働できるよう

にどういったスタートを切れば活動しやすくなるのかとかというところは、また、

沖聴協ですとか、情報センターの方とも意見交換しながら、活動数を増やしていく

ということも考えていきたいと思っております。ありがとうございます。 

 

本田会長： 

真栄城委員、お願いします。 

 

真栄城委員： 

はい、親の会の真栄城です。別の質問になるんですけど、ちょっとおおざっぱに

聞きます。県教育委員会との連携はどうなっていますか。 

 

事務局（屋比久）： 

県教育委員会との連携ですか。まずは、素案の９ページをご確認いただけますで

しょうか。こちらの方で、パンフレットの配布ですとか、そういったところを記載

しております。この中で、障害福祉課と教育庁の方で協力をして、各小中学校へパ

ンフレットの配布等を行っております。 

また、令和元年度は、先ほど少しご紹介しましたように、小学校へのキャラバン

を実施しております。その協力小学校を選考するために、教育庁の方にもご協力を

いただいて、イベントの方を実施している状況にあります。以上です。 

 

真栄城委員： 

はい、ありがとうございます。今日、県教育庁の方も見えてるんですけど、３ペ

ージのろう学校における在籍幼児・児童・生徒数ということで、数値が出ておりま

す。令和元年度、44 人となっておりますけれども。実は、うちの子どもが在籍中、

15 年以上前の話ですけど、20 年くらいになるんですけど、その時は 100 名近い子



19 
 

どもたちが、ろう学校で学んでいました。現在は 50 人を切っている状況。段々、

年々少なくなっていると。ただ、統計的にはある一定以上の子どもたちが、1,000

人に１人生まれてきます。ということは、ある一定数の子どもたちがいるわけです

ね。その子どもたちが、ここには出てない。じゃあ、どこにいるのかというと、地

域の特別支援学級に、多くの子どもたちが行っています。その、地域の支援学校に

行っている子どもたちに対して、手話、先生方がどのくらい使えるのか。ほぼ今は

使えてないのかなと思っております。手話に関してはですけれども、ろう学校の先

生に関しても、ほぼ使えてないのかなと思います。手話が使えるイコール教育がで

きるというのは、全然別物になるので。学習言語の手話、生活言語の手話で全然違

ってきます。それを、その専門性を知った先生方も今少なくなっている。僕らの子

どもたち、親の会は、地域に行っている子どもたち、結構多いので、その子どもた

ちが、どういうふうな情報保障を得られているのか。いつも相談があります。先生

方を教育するという、そういう視点も必要ではないのかなと思います。以上です。 

 

本田会長： 

石川城委員、お願いします。 

 

石川委員： 

すみません。ろう学校に勤めている立場で話をしますけど、なかなか赴任して、

手話を覚えて、授業すると、とても苦しみながら先生方もやってます。前からずっ

とこの会でも言っているんですが、赴任する前に、先生方が手話を学べる場を、ぜ

ひ作ってほしいなと思います。そこで学んだ人から、ろう学校にいつでも行けるよ

とか、もしくは、小中学校の難聴学級の担当も、手話の学習を受けている先生が配

置できるんじゃないかとかというところにも繋がるので。来て、苦しんでいる先生

方を見ると、本当に大変。一番困っているのは子どもたちなので、ろう学校に配置

される前に、先生方が手話を学べる場を作っていただきたいなというのは、切に願

うところです。 

 

本田会長： 

これに対して、事務局、何かありますか。 

 

事務局（県立学校教育課）： 

県立学校教育課の我如古と申します。先ほど、お話がありました。ろう学校の方

にはですね、９ページの②の方とも関連しますが、聴覚障害児等については、特に

手話だけの時間を設けてというわけではなく、授業の中で手話を介して指導してい

る状況にありますが、保護者に対しては、毎月ですね、年間 10 回程度になります

が、定期的に保護者研修会ということで設けてはいるんですけれども、課題として

は、参加者が少ないということ、参加されている保護者は、割と低学年までの参加。

幼稚部の保護者がメインというふうになっています。こういった中で、保護者に対

しての手話を学習する機会というところで、例えば、どの時間帯だったら保護者の

みなさんが参加することができるのか、というところも含めてですね、今後検討し

ていきたいと思っています。 

それから、13 ページの先ほどお話しにもありました、沖縄ろう学校教職員の手

話に関する技術の向上に努めるということなんですけれども、令和元年度は、月１

回、年間８回実施しております。今年はですね、12 回を計画していたんですけれ

ども、新型コロナウイルス感染拡大の状況でですね、実施できなかった月もありま
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すけれども、10 回は実施していきたいというふうに考えております。赴任された

ばかりの先生方も、本当に必死に手話を学ぼうと頑張っておりますし、また、慣れ

てきた先生もですね、手話検定を目指して頑張っております。先ほど、ご指摘もあ

りました、ろう学校に来てから学ぶということではなくて、それ以前に手話を学ぶ

機会ということを設けていくためにはですね、センターの方とも連携を取りながら、

教員みなさんに手話を学んでいただく機会を設けていきたいと思っております。 

あと、地域の学校の特別支援学級ですね、難聴の特別支援学級の先生方の専門性

の向上というところにも努めてまいりたいと思います。以上です。 

 

本田会長： 

会長です。今まで、色々意見交換いただきました。手話通訳ですね、これからの

登録に関する関係性などもありました。また、教育に関する、保護者に対する背景

ですとか、地域の学校に対する背景とかというのも今後どうしていくのかという話

もあったかと思います。これに関して、まだご意見ある方、いらっしゃいますか。 

 

北村委員： 

はい、北村です。４年前ですかね、これ。前回同様の、結局、数値目標というと

ころと変わらずなってました。中身というところも、大幅に何か変更があるわけで

はないというところで、はっきり申し上げます。達成できると思ってますか。 

 

事務局（屋比久）： 

少しずつではありますが、計画の大きな大枠というところには変更はないんです

けれども、中身の取組については、少しずつ取組を改善している状況ではあります。

ですので、目標に向けて、今取り組んでいる状況ではありますし、特に、手話通訳

者の養成については、コース数も増やしながら、少しずつ効果も見えてきているの

かなと考えておりますので、目標達成に向けての実現性というところでは、センタ

ーと協力しながら改善がまだまだ必要だとは思っていますが、令和５年度の目標達

成に向けて取り組んでいきたいなというふうに考えております。 

 

北村委員： 

失礼を承知で申し上げますが、県の事業としても、新任研修に手話っていうもの

が入ってます、具体的な数値が分かりませんというところが、もう県の位置づけが

そこなのかなと思って、ちょっとさっきショックを受けたんですが、やっぱりこの

手話推進協議会というのも、今年入ってもちろん初めてですが、まあ久しぶりなも

のと。前からやっぱり、ちょっと形だけのものになってきてるかなというところが

すごく大きかったので、先ほど情報格差とありましたが、委員なのになにも知らな

いという状況が、本当にずっとここ何年もあって、県としての取組、ここで新しい

素案が出されましたといっても、変わらないのかなと思ってます。僕、冒頭で申し

上げました、当事者がやはりどこまで実感できるのかが一番かなと思います。その

当事者には、大人の方もいますし、先ほどから申し上げてますけど、未来の担い手

の子どもたちもいます。そこに付随して保護者もいます。というところでは、もう

少し歩み寄って具体的な内容を考えて進めていけたらなと思っています。これはお

願いです。よろしくお願いします。 

 

本田会長： 

厳しい意見がありましたけれども、事務局として、何かご意見とかありますか。 
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事務局（宮里課長）： 

はい。貴重なご意見ありがとうございます。今回、久しぶりに協議会が開催され

たということで、毎年１回ずつ程度やってきたかなと思うんですけど、去年度から

新型コロナで開催できなかったということで、状況の報告ができなかったことは、

申し訳なく思っております。 

今回、計画を新たに作らないといけないということになって、我々、一生懸命で

すね、なるべく実現可能な計画、前回の目標を達成しておりませんけれども、正直

言って、かなりハードルの高い目標を掲げていたのかなと思っております。今回の

計画は、現状維持の数字にはなりますが、この 113 名についても、かなりハードル

の高い数字ではないかと思っております。合格率も倍にしないといけないというと

ころで、我々としては、なるべく通訳者の方を増やしてですね、手話を使っていた

だいている皆様が、いつでもどこでも、外に出られる、活動できる、そういった状

態に近づけていきたいという思いでですね、一生懸命達成したいと思っております

ので、引き続きですね、ご理解と、達成に向けてのご協力をぜひお願いしたいと思

います。どうもありがとうございます。 

 

本田会長： 

よろしいでしょうか。 

 

山城委員： 

山城です。キャラバンを、令和元年度行っていますよね。３箇所でということな

んですけれども、これキャラバンの終わった後の成果というんですかね、手応えと

いうか、そういうのはありますか。 

 

事務局（屋比久）： 

事務局から回答いたします。まず、手話ソングのダンスの練習にも、少し期間を

使ったということと、キャラバン当日のイベント、またステージイベントまで期間

があったということもあって、長く、そういった手話ソングを使っていただいたこ

とで、子どもたちにも興味を持ってもらえた、喜んでもらえた、というこえはいた

だいております。 

手話ソングの中に、あいさつの言葉だったりというのも含まれているので、子ど

もたちの中で、使ってみたりというのもあったという声はいただいております。 

 

山城委員： 

第２期の中にも、それは入れていきますか。予定としては。 

 

事務局（屋比久）： 

計画の普及の企画イベントの中で、今後も継続したいと考えております。 

 

山城委員： 

小学校では、学習発表会、今年はできていないところも多いとは思うんですけど、

コロナ対策で。ほとんどの学校で、学習発表会、そういう中とか、総合的な学習を

した中で、福祉の学習をする学校もいくつもあります。その中で、手話ソングとい

うんですかね、というのを披露したりというのをするんですね。今まで経験した学

校では、ほとんどの学校で４年生がそういうの入れています。関わっています。子

どもたちは、とても興味を持ってやるんですよ。ですから、こういう機会を増やす
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というのも一つ手だなというふうに思いましたし、キャラバンは子ども対象のみで

はなくて、親子で参加できるとか、キャラバンをもっと工夫というんですかね、で

きるといいのかなと。こういうのやっているよねというのを、目玉になるくらいに

なると、みんなが知っていく、周知をしなくても、あれねこないだ面白かったねと

いうような感じで、子どもたちも、また行こうというふうになるのかなと思いまし

た。 

それと、もう一つは、この検定というのは何歳から受けられるんですか。 

 

石川委員： 

検定は小学生からでも受けられます。受けている子もいます、実際に。 

 

山城委員： 

受けているけど、私たちは分からないんだと思うんですけど、何名くらい受けて

いるんですか。 

 

石川委員： 

５級か１級まであるんですけど、下の級の方が、５級、４級の方が人数が多いで

すね。80 名とか 70 名とか。２級、１級になってくると、10 名くらいですかね。そ

の、下の５級、４級あたりに小学生とかも受けていると思います。 

 

山城委員： 

このあたりの子たちは、段々大きくなってくると、この 113 名になる可能性はあ

りますか。 

 

石川委員： 

もしかして、聞こえない人と関わりを持てば。手話を学んでも、聞こえない人と

関わりを持たないと、通訳になるとか、繋がらないと思います。言語なので、忘れ

ちゃうし。使うことで、磨かれてきて。一番の魅力は、聞こえない人と関われるっ

ていうところが魅力なので、その魅力を分かれば、ずっと一生、やっていってもら

えるのかなと思います。 

 

山城委員： 

そうですよね。今、広報することも大事だと思うんですけど、こういう、関わり

たい、通訳に行きたいっていう子どもを育てることも大事かなと思うので、まずキ

ャラバンを親子でやりながら、子どもたちへも周知を広めて、こういうことを、ま

た、私たちは、総合的な学習で、手話も勉強している訳ですから、そこを、検定で

試してみようということも、学校はできるなというふうに思ったので、もうちょっ

と取組を工夫できるかなというふうに思いました。はい、以上です。 

 

事務局（屋比久）： 

ご意見ありがとうございます。そういった形で、小学生の興味というのをどんど

ん持ってもらって、学習とかの中でも、もしこういったことをやっていただけると

いうのであれば、連携させてですね、キャラバンに参加していただいたり、披露す

る場として、キャラバンのステージがあったりということがあると、一つの目標と

して活用していただけるのかなと思いますので、そういった取組も検討していきた

いと思います。ありがとうございます。 
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事務局（屋比久）： 

事務局から、一つよろしいですか。今のご意見に関連してですね、追加資料で配

付しております、安里委員から提出いただいた資料をご確認いただけますでしょう

か。関連した話題が出ましたので、紹介させていただきたいと思います。安里委員、

本日ご欠席ということではあるんですが。一番下の提案１のところでですね、学校

教育、特別活動、道徳科の中の人権教育などで手話の普及が図れないか、また、県

や市町村で手話スピーチコンテスト、うちなーぐち、英語のスピーチコンテストの

ように開催ができないかということでお話がありました。実は、鳥取県でも「手話

パフォーマンスコンテスト」というものを実施している状況がありまして、そうい

ったものを、県、市町村でもできないかということで、ご提案いただいておりまし

た。学校教育の中で、実際にされているという学校もあるというところですので、

必ずこれをしてくださいということではなくても、教育庁の方と連携しながら、こ

ういった取組を促す形ができないかということを、検討していきたいと考えており

ます。 

また、スピーチコンテストとなると、少し指導の課題とかというのも出てくるの

かなと思いますので、まずはキャラバンのステージイベントだったり、取り組みや

すいところから、進めて行けたらと思っております。以上になります。 

 

事務局(県立学校教育課）： 

県立学校教育課の我如古です。安里委員の提出資料に補足させてください。一番

下の方にあります「手話パフォーマンス甲子園」の件なんですが、こちら鳥取県が

主催しております、「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」です。実は、沖縄県

からは毎年出場しておりまして、県立真和志高等学校がですね、平成 30 年度と、

それから令和元年度に優勝しております。そして、今年度はですね、コロナ対策と

いうことで、ビデオ審査だったようなんですが、第３位となっております。開催さ

れてからずっとですね、真和志高校は出場していて、良い成績を残しておりますの

で、ぜひネット上にはビデオとかもあるようですので、ご覧になってください。以

上です。 

 

野原委員： 

沖聴協会長、野原です。先ほどのお話の続きで、小中学生の手話を学ぶんですけ

ど、それを発表する場所がないということですが、県の総合文化祭みたいなところ

で、舞台を作っていただければ、発表する場というか、目標にもなるのではないか

なと思います。そのあたりも、ぜひご検討ください。 

 

事務局(県立学校教育課）： 

総合文化祭は、中学校の部、高校の部があるかと思いますが、そちらの事務局の

方にもお伝えしておきます。以上です。 

 

本田会長： 

今までの話の中で、手話に興味を持つために、どういう方法で広めていくのか、

工夫が必要だという意見がありました。どうもありがとうございます。真栄城委員、

どうぞ。 

 

真栄城委員： 
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親の会の真栄城です。かなり議論されましたけれども、僕が言ったことを忘れな

いでください。先ほどから、小中高生への指導ですね、パフォーマンスもそうです

けど、スピーチコンテストも全国であるんですけども。親の会の立場として、先生

方への指導も絶対忘れないでほしい。これがなくては、教育できないということを、

みなさんに知ってほしいです。以上です。 

 

事務局(屋比久）： 

ご意見ありがとうございます。そちらについても、県の方で検討させていただき

たいと思います。 

 

本田会長： 

よろしいでしょうか。沖縄県手話推進計画の第２期に対して、ご意見よろしいで

しょうか。色々、県の方にご意見出しています。今後、取り組んでいただいて、沖

縄県とともに、私たちの方も色々と協力していきたいと思います。来年度の２月に、

県民に対してパブリックコメントを募集する予定になっています。そのパブリック

コメントを集めた上で、協議会で、意見を出し合って、みなさんと協議をしていき

たいと思います。今後、２月の協議会がまた実施されることは、みなさんの方も留

めていただきたいと思います。他に意見がなければ、そろそろ協議会の方を閉めて

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

松元委員： 

どうも、那覇市の松元です。色々とご意見もいただいて、今回は、県の計画とい

うところですが、県だけじゃなくて、自治体、市町村も協力しながら、進めていき

たいなと思っております。先ほどから、情報の提供のあり方みたいなところがある

んですが、那覇市でもですね、本当にささやかではあるんですけれども。毎月、庁

内放送でですね、そういう県の計画７ページに手話推進の日、毎月第３水曜日です

か。それの意義とかですね、その辺を庁内放送で、午前と午後、２回ですね、那覇

市の方では取り組んでいるところです。 

それと、那覇市も 15 万世帯に市民の友という広報誌を全世帯に配布しておりま

す。それも有効に活用していただけるのかなと、それはもれなく配布しますのでね、

そこに、原稿の締切もあるんですが、イベントとかその辺がもしあるのであれば、

そういう情報も提供していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

本田会長： 

今のことについて、何か事務局からありますか。 

 

事務局(屋比久）： 

今、那覇市で取り組んでいただいている状況ということで、認識しております。

その他、また市町村ごとのですね、取組とかというのも促進していけたらなと思っ

ております。 

いくつかの市町村では、市町村の職員への聴覚障害者への対応に対する認識を高

めるために、勉強会として県のパンフレットとかをご活用いただいたりということ

もあります。ご希望のあった市町村に対しては、在庫に限りはあるんですけれども、

今、配布しているようなパンフレットとかというのをお配りしてですね、ご活用い

ただいている状況があります。市町村独自で取り組んでいていただいていることに
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関しても、県として支援していけるところは、支援していったりですとか、また、

市町村の取組というのを紹介しながら、普及に努めていけたらと考えております。

以上です。 

 

本田会長： 

先ほど、津島委員の方で意見があったかと、挙手があったかと思うんですが、い

かがですか。 

 

津島委員： 

宜野湾市の津島です。今、色々お話を伺っておりました。先ほどからの目標なん

ですけれども、通訳者の登録者数の人数の目標値があるんですけれども、それを受

けるには、まず市町村で行っている奉仕員研修を行った方を対象としているとあり

ました。宜野湾市でも、２年のプログラムを組んで、行っているところでございま

す。人数の方は、かなり好評で、たくさん受けられて、門戸を開くためにですね、

興味がある方でも受け入れている状況がございます。その中で、ちょっと問題点と

いうことでもあって、やはりスキルの差が、市町村によってかなりあるのではない

かなということを感じております。できましたら、県も奉仕員研修を受けた人該当

ということであればですね、奉仕員向けにですね、者の研修を受ける前に、広く何

か研修とかしていただくことができないか、考えていただけたら助かります。 

コロナ禍ということで、今回、今年ＷＥＢで研修ということで、今まではスクー

ル形式だったんですけれども、ＷＥＢ研修ということで、今回、募集をかけてスタ

ートしているところでございます。(※会議終了後、津島委員より、ＷＥＢ研修は

別の研修であったとの訂正の報告がありました)その辺も含めて、コロナも今後続

いていくのかなと思われますので、そういう研修のあり方も、一つ考えていただけ

たら、できる時に気軽に受けれるＷＥＢ活用、県の方で主催していただければもっ

と広がるのではないかなと、またスキルもどんどんスキルアップしていくのかなと

というところでございますので、また、宜野湾市としても、市町村としても、県の

目標達成にどうにか私たちも力添えできたらと思っております。県の方からも力添

えいただきたいなと思っておりますので、周知も含めてですね、協力していきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

本田会長： 

何かありますか。 

 

事務局（屋比久）： 

はい、事務局です。奉仕員養成研修から、手話通訳者への繋ぎの部分で、レベル

に差があるということは課題になっていると伺っております。手話通訳者になって、

通訳として活動されるためには、やはり一定のスキルというのは重要になってくる

かなと思いますし、手話通訳者の養成研修の中で、あまりに大きくレベルに差があ

りすぎると、なかなか進み具合ですとか、そういったところに影響が出ると思いま

すので、そのあたりの工夫ですとか、というのは、情報センターの方とも協力して

検討していきたいなというふうに考えております。市町村に対しての開講の周知と

かというのもですね、今後も取り組んでまいりたいなと思います。 

ＷＥＢ開催についてですね。県の方でも、どうしてもコロナの影響があったので、

一部ＷＥＢで実施しているものもあります。スキルアップ研修ですとか、現任研修

ですとか、そういった質の向上のための研修についても、例えば、ＷＥＢ開催にす
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ることによって、少し定員を増やせたりするのか、また、色んな方々か参加しやす

くなるのか、というところもあるので、一つ研修の方法として、検討していきたい

なと思っているところです。ご意見ありがとうございます。 

 

本田会長： 

よろしいでしょうか。津島委員、よろしいでしょうか。先ほど、閉じようと思っ

たんですが、改めまして、協議会を閉じたいと思います。 

 

事務局（屋比久）： 

すみません。事務局からもう１点よろしいでしょうか。実は、今日欠席の島村委

員からもご意見を伺っておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。島

村委員の方からですね、手話の普及のためには、手話がもっと使われるべき場所と

いうのを拡大していく必要があるのではないかということでですね、災害時の避難

所について、手話通訳者の配置、災害時の避難所への配置ですとか、そういったと

ころも、計画に盛り込んではどうか、合理的配慮の一つとして手話が使われる場の

普及にも繋がってくるのではないかということで、ご意見いただいたところです。 

県としましては、本計画の位置づけというのが、手話の普及に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的方針などについて定めるものとし

ておりますので、生活レベルの普及啓発の取組については、今、行っている施策の

中で、実施に努めてまいりたいと考えております。災害時の聴覚障害者支援につい

てですが、改正災害対策基本法に基づいて、平成 25 年８月に内閣府、防災担当よ

り示された「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、各市

町村において、地域防災計画の策定や、避難行動要支援者名簿の作成等に取り組む

こととされております。ですので、各市町村において、指針を参考に策定された計

画等に基づいて、聴覚障害者を含めた避難行動要支援者の支援の取組が進められて

いくものと考えております。以上になります。 

 

本田会長： 

以上でよろしいでしょうか。 

 

真栄城委員： 

すみません、ちょっと気になったので。今言った、災害支援の話と、整備の方で

も遠隔手話サービスの運営とありますけれども、大規模災害が発生したときに、沖

縄県全域が被災しますので、通信網は全てストップになります。その時に、遠隔手

話サービスというのが本当に可能なのかという、これに変わる、代替する手段はな

いのかというのも踏まえて、検討されていただければいいのかなというふうに思っ

ております。 

 

事務局（屋比久）： 

ご意見ありがとうございます。ご指摘のとおり、確かに、通信網自体が活用でき

ないと、遠隔手話サービスということを実施自体が難しい状況になりますので、そ

のあたりの対応については、県としてもどういった取組が可能なのか、検討してま

いりたいと思います。ご意見ありがとうございます。 

 

石川委員： 
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すみません。この遠隔手話サービスについてですが、どのくらいを計画している

のかなと。どこの市町村に、遠隔手話サービスを進めているかとか、県内全ての市

町村なのか、離島だけなのか、というところは、どんなふうに進める予定なのかと

いうことが、具体的に分かっていれば教えていただきたいです。 

 

事務局（屋比久）： 

今、システムを稼働、運営したばかりではあるんですけれども、予定としまして

は、まずはやはり手話通訳者の派遣が難しい離島地域への普及、また、県内全域に

対してもですね、例えば、移動の時間も登録手話通訳者は拘束時間に含まれますの

で、移動時間を含めた時間は確保できないけれども、手話通訳に必要な時間だけは

確保できるという場合には、ご自分でお持ちのパソコンから遠隔手話に対応するこ

ともできるシステムになっているので、そういった活動の幅も広がるかなと思って

おります。ですので、手話通訳者の派遣対応ができる方が見つからない場合に、こ

の時間であれば大丈夫ですよという方も探しやすくなるのかなと考えているので、

どの市町村でも、ご活用いただける形になればいいかなと思っています。ただ、そ

ういったところを稼働させるためには、手話通訳者の方々も遠隔手話に慣れていた

だいたりですとか、ということも必要になってくるのではないかと、センターから

もご意見いただいているところですので、すぐに市町村全域の導入、どんどん広げ

ていくということではなくて、センターのご意見も伺いながら、少しずつ遠隔手話

を利用する市町村を増やしていけたらと考えています。 

 

石川委員： 

今の話から、私がイメージしてたのは、設置通訳者が役所にいて、設置通訳者が

移動せずに通訳してというイメージだったんですね。それなら、パソコンだったり、

通信料というのは、役所の予算でいくんですけど、通訳個人が、自分の家から自分

のパソコンでとか、ｉＰａｄだったり、それを使って遠隔通訳するというとなると、

その辺またお金はどうするのかなとか、色んなふうに思ってるんですが、どっから

始めるんだろうという疑問があるんですけど。 

 

事務局（屋比久）： 

そうですね。体制としては、まず、情報センターの方に遠隔手話サービスシステ

ムを導入し、今後、運営もお願いしたいと思っております。その中で、派遣の方法

ですとか、派遣の依頼の方法ですとか、というところは、情報センターの方に内部

の要綱とかをまとめていただいている段階になります。料金の問題ですとか、通信

量とかというのも検討しているところになりますので、そういったところもまとま

りましたら、市町村を含めて周知をしていきたいというふうに考えています。 

 

石川委員： 

すみません。お金のことだったり、人のことばっかりで申し訳ないんですが、多

分、今、情報センターも色々職員抱えているのがいっぱい、たくさんあって、それ

でまたここで遠隔手話サービスが始まる、担うとなったら、大丈夫なんだろうかと

いうところで、であれば、県としては、その専用の人と予算も考えて計画している

と考えてよろしいでしょうか。 

 

事務局（屋比久）： 

人というのは、遠隔手話サービスに対応する専属の方ということでしょうか。 
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石川委員： 

専属の方というか、今いる人、職員だけでは大変じゃないかなと予想されるので、

そこも含めて考えていただきたいというふうに思います。 

 

事務局（屋比久）： 

センターだけで、この遠隔手話を対応するということではなくて、登録手話通訳

者全体含めて、遠隔手話に対応していけるような形を考えているところです。です

ので、センターの負担というのはあると思うので、そこの負担軽減もしつつ、今い

る登録手話通訳者の一つの活動を広げるという意味でも、遠隔手話というのは一つ

の重要なツールになってくると思いますので、そういったところも含めて、検討し

ていきたいなと思っております。ありがとうございます。 

 

石川委員： 

本格的に進めるのはいつ頃からになりそうですか。令和３年度から考えていると

いうことでいいんですかね。 

 

事務局（屋比久）： 

今、現時点ではですね、コロナウイルス感染症の感染疑いのある方に関しては、

遠隔手話で対応するということでスタートしています。一方で、市町村が実施する、

市町村が利用する場合の遠隔手話というのは、ちょっと今どういった体制が良いの

かという、先ほども少し説明させていただいたところなんですけれども、もう少し

詰めていく必要があるので、スタート明確にはできないんですけど、センターと進

めていくところではあります。 

 

石川委員： 

ありがとうございます。 

 

本田会長： 

よろしいでしょうか。閉会をしようと思いましたら、意見がたくさん出てきまし

た。ありがとうございました。他にもまだ足りないところもあるかと思いますが、

今日は、これを持ちまして、協議会を閉会したいと思います。皆様、お疲れ様でし

た。ありがとうございました。事務局の皆様、手話通訳者の皆様、要約筆記者の皆

様、お疲れ様でした。ありがとうございました。では、あとは司会の方に戻したい

と思います。 

 

事務局（小渡班長）： 

皆様、本日は活発にご意見を交わしていただきまして、どうもありがとうござい

ます。また、次回協議会の開催につきましては、改めて事務局の方で案内をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上をもちまして、本日の

日程を終了させていただきます。どうもありがとうざいました。 

 

 

以上  


